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● 特別講演

心臓ペースメーカの電磁障害

 埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科 加 納 隆

は じ め に
心臓ペースメーカに限らず医用電気（ME）機

器に対する電磁障害の問題は，携帯電話の普及
とともに社会的にも大きく取り上げられている
が，携帯電話の電波に限らず，さまざまな各種
電波利用機器（磁気利用機器も含む）により影響
を受けることは周知のことであった。特に，植
込み型心臓ペースメーカ・ICD（植込み型医療
機器）は医療スタッフのいない病院外の一般環
境で使用されるために，電磁波による影響につ
いての関心が高まった。
本稿では，携帯電話をはじめとする各種電波

利用機器による，植込み型医療機器に対する影
響について，いままでの国の調査結果ならびに
使用指針について概説するとともに，最近話題
の条件付きMRI対応ペースメーカならびに電
気自動車の充電器による影響についての話題に
も触れる。
また，総務省より平成26年8月に「医療機関

における携帯電話等の使用に関する指針」が発
表されたこともあるので，体外式ペースメーカ
をはじめとして病院内で使用される，さまざま
なME機器に対する携帯電話等による影響なら
びにその対策についても言及する。

1 総務省による植込み型医療機器に与える影
響調査と指針
総務省では，平成12年度から毎年度，新たに

導入された各種電波利用機器（携帯電話，無線
LAN，RFID機器，電子商品監視装置等）から発
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Takashi Kano ：Electromagnetic interference of cardiac pacemaker

射される電波が植込み型医療機器に与える影響
について調査を実施し，その結果に基づき，「各
種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及
ぼす影響を防止するための指針」を取りまとめ，
携帯電話等の電波利用機器の利用者，植込み型
医療機器の装着者，双方の機器の製造者等の関
係者における情報共有を行ってきた。このたび，
平成24年7月に第二世代携帯電話のサービスが
終了したことから，指針の見直しが行われ，従
来の指針は平成25年1月24日に改正された。

1） 携帯電話端末
いままでの第二世代携帯電話を含む携帯電

話端末を対象とした調査では，一部の植込み型
医療機器について，携帯電話端末から最長で
15cm程度の離隔距離で影響を受ける機種が
あったことから，この距離に安全係数√2を掛
けた22cmを推奨離隔距離としていた。しかし，
平成24年7月25日以降はこの第二世代携帯電
話のサービスが終了したことから，現在，サー
ビスが行われている方式の携帯電話端末（第三
世代携帯電話等）による植込み型医療機器への
影響を再検証した（表1）。
その結果，一部の植込み型医療機器につい

て，携帯電話から最長で3cm程度の離隔距離で
影響を受けることが判明したことから，以下の
ように指針を変更することとした（表2）。 なお，
PHS端末については，影響を受けた植込み型医
療機器はなかったが，携帯電話端末と外見上容
易に区別がつきにくいため，PHS端末の所持者
は，必要に応じて植込み型医療機器の装着者に
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表1 第三世代以降の携帯電話に対する調査結果

世代 方式 送信 
周波数

バースト 
出力
（mW）

平均出力
（mW）

ペースメーカ
（cm）

除細動器
（cm） 実施年

実機 DP 実機 DP

2G PDC

800MHz 800
266（full） 30※1 74※2 H7–8

133（half） 11.5 15.5 5 6.5 H12–13

1.5GHz 800
266（full） 15 30 H7–8

133（half） 4 6 1 2.5 H12–13

3G

W–CDMA

800MHz 250 3 16 - 3 H17

1.7GHz 250 1未満 3 - - H18

2GHz 250 1 3.5 - - H12–13

W–CDMA（HSDPA） 1.7GHz 250 - 2 - - H19

W–CDMA（HSUPA）

800MHz 250 2 4 - - H21

1.7GHz 250 - 1未満 - - H21

2GHz 250 - - - - H21

CDMA/CDMA2000 1x 800MHz 200 1.8 6 2 3 H12–13

CDMA2000 1x/
CDMA2000 1xEV–DO
（Rev.0）

800MHz
250 8 11 2 2 H16

300 3（4） 13 -（1） 2 H16

2GHz 150 1（1） 2 -（-） - H16

CDMA2000 1xEV– DO
Rev.A

800MHz 250 1未満 3 - - H23

2GHz 200 1 2 - - H19

PHS PHS 1.9GHz 80 10
7 H7–8

2.5 - H12–13

＊1：30cmが1種類，その他は14cm以下
＊2：74cmと34cmが各1種類，その他は13.5cm以下
・平成7年–8年調査は不要電波問題対策協議会が実施
・網掛け部分は平成24年7月25日以降サービスが行われないもの
・（ ）内は外部アンテナの場合
・DP：半波長ダイポールアンテナ
・full：full rate codec, half：half rate codec

表2 携帯電話端末に対する使用指針

（1） 植込み型医療機器の装着者は，携帯電話端末の使用及び携行に当たっては，植込み型医療機器の電磁耐性
（EMC）に関する国際規格（ISO14117等）を踏まえ，携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から15cm程
度以上離すこと。また，混雑した場所では，付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため，注意
を払うこと。   

（2） 携帯電話端末の所持者は，植込み型医療機器の装着者と近接した状態となる可能性がある場所では，携帯電
話端末と植込み型医療機器の装着部位との距離が15cm程度以下になることがないよう注意を払うこと。な
お，身動きが自由に取れない状況下等，15cm程度の離隔距離が確保できないおそれがある場合には，事前に
携帯電話端末が電波を発射しない状態に切り替えるなどの対処をすることが望ましい。
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配慮することが望ましいこととした。
つまり，いままでの実測結果をもとに推奨離

隔距離を設定する方針を変更し，植込み型医療
機器の電磁耐性（EMC）に関する国際規格
（ISO14117等）で担保されている距離を推奨離
隔距離としたということである。いままでの指
針で示されていた推奨離隔距離22cmが15cm
に変更されたことは，見かけ上の改善はあまり
大きいとは言えないが，影響が出た離隔距離
15cmが3cmになったことの意義は大きいと思
われる。その後，携帯電話と無線LANの電波が
同時にスマートフォン等の端末から発射された
ときの影響調査が行われた。半波長ダイポール
アンテナによるスクリーニング測定では2台の
植込み型心臓ペースメーカで1.5cmの距離で影
響が発生したものの，影響が発生したその2台
について携帯電話端末実機による測定を行った
ところ，影響の発生はなかった。そこで，2014
年5月に指針の対象の携帯電話端末にはスマー
トフォン等の無線LANを内蔵した携帯電話端
末も含むこととする小改訂が行われたが，推奨
離隔距離15cmの変更はなかった。
このように，第三世代携帯電話端末による植

込み型医療機器への影響は限りなくゼロに近い
ことが判明したことを受けて，交通機関内での
ルールも緩和されるようになってきている。そ
の1例として，関西鉄道各社の駅・車内におけ
る共同ポスターでは，従来「優先座席付近では，
携帯電話の電源をお切りください」としていた
が，「優先座席付近では，混雑時には携帯電話の
電源をお切りください」に変更された。

2）電子商品監視機器（盗難防止装置）による影響
電子商品監視（EAS：Electronic Article Surveil- 

lance）機器は，従来は「盗難防止装置」あるいは
「万引き防止装置」と呼ばれていたものが，この
装置の製造販売業者の団体である日本EAS協
議会の発足とともに，「電子商品監視（EAS）機
器」と呼称が改められ，これが正式名称となっ
た。EAS機器は，感知ラベルやタグを貼り付け
た商品がレジカウンタでのチェックを受けずに
ゲートを通過したときに，警報音を発して商品

の不正持ち出しを防止するものである。通常の
装置では，左右のゲートから磁界や電波を発射
し，商品に装着されたラベルやタグがそのゲー
ト間に入ると，位相のズレやパルスの発生等が
起こり，この乱れを検知する仕組みになってい
る。最近は，CD・ビデオの販売店や図書館等の
出入口にゲート状のEAS機器を見かけるよう
になったが，このEAS機器による影響で，実際
に植込み型心臓ペースメーカの設定がリセット
されたという事例が報告された。これを受けて，
携帯電話の場合と同じ「電波の医用機器等への
影響に関する調査研究会」による調査が行われ
た 1, 2） 。
このEAS機器による植込み型心臓ペースメー

カ等への影響を一言で言うと，携帯電話の場合
に比べて，その影響の程度は格段に大きいとい
うことである。ゲート型EAS機器の調査結果で
は，植込み型心臓ペースメーカ48機種に対して，
影響が出たものは46.1％，最大干渉距離280cm
であり，不可逆的な影響（リセット）も出た。植
込み型除細動器 (ICD）10機種に対しては，不要
除細動ショックが出現したものは8.1％，最大
干渉距離は42.5cmであった。
そこで，EAS機器を使用している場所には

「EASステッカ」（図1）を貼付し，EAS機器があ
ることを知らせるとともに，ペースメーカなら
びに ICD装着患者はEAS機器のゲート内には
立ち止まらず，速やかに中央を通過するように
注意喚起する指針が発表された。

3）RFIDによる影響
総務省による「RFID機器から発射される電

波が医療機器に及ぼす影響調査」については，

図1 EASステッカ
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平成15年度ならびに平成16年度にその詳細な
調査試験が実施された 2, 3）。その後，新たに
RFID機器のUHF帯域での利用が平成17年に
認められ，UHF帯域の周波数を利用した機器の
市場への投入が開始された。そこで，平成18年
度では，RFID機器の運用に対する指針の妥当
性，および同指針の下でRFID機器を安心して
利用できる電磁環境が維持されていることの確
認を目的に，UHF帯RFID機器から発射される
電波を植込み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器を網羅するように選択された機種に
照射する方法で電波が及ぼす影響に関する調査
が行われた 4）。
このとき，調査対象になったのは，パッシブ

タグを利用する方式のRFID機器で，そのリー
ダ・ライタから発射される電波が問題となった。
この方式のRFID機器には，EAS機器と同じゲー
トタイプのほかに，ハンディタイプ，据置きタ
イプ，モジュールタイプがある。ゲートタイプ
RFIDについては，50cmの距離で影響が出る場
合があり，EAS機器と同様な指針となっている。
また，UHF帯（950kHz）の高出力据置きタイプ
については，75cmの距離で影響が出る場合が
あり，100cm以上離して使用する指針となって
いる。なお，その他のタイプについては，最大
で15cmの距離で影響が出る場合があることか
ら22cm以上離して使用する指針となっている。
それ以外にも，産業区域内でのみ使用される特
殊な管理区域専用タイプについては一般環境へ
の流出がないように注意しなくてはならない。
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以上のRFID機器の識別については，それぞれ
異なるステッカーを貼付して，使用者に注意喚
起することになっている（図2）。
なお，ロケーションシステムなどに利用され

るアクティブタグについては，微弱電波を使用
しているので，医療機器への影響はまったくな
いと考えてよい。

2 植込み型医療機器に影響与える，その他の
電波利用機器
総務省の調査対象にならなかったものも含

め，植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性が
ある主なものを表3に示す。ここでは，最近話
題の条件付きMRI対応ペースメーカならびに
電気自動車の充電器による影響について触れ
る。

1）条件付きMRI対応ペースメーカ
MRI検査では，強力な静磁場に加えて，傾斜

磁場や高周波磁場を使用することによる，以下
のようなリスクが考えられるため，いままでは
ペースメーカ植込み患者には禁忌であった。
（1）リードの発熱
ペーシングリードがアンテナとなって高周

波磁場を受けると，その熱エネルギーによって
心筋組織損傷による閾値上昇やペーシング不全
を生じる可能性がある。
（2）不要な心臓刺激
変動磁界によって発生する誘導電圧が心筋

に対して意図しない刺激を与え，それが spike 
on Tになる可能性がある。

図2 RFID機器の識別ステッカ

① ② ③ ④

①ゲートタイプ：
EAS機器と同様の注意

④管理区域専用タイプ：
一般環境では使用不可

②高出力据置きタイプ：
100cm以上離す

③低出力据置きタイプな
らびにハンディタイプ：
22cm以上離す
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2） 電気自動車の充電器による心臓ペースメーカ
への影響

電気自動車の充電器による影響については，
心臓ペースメーカ・ICDの５社25機種（IPGお
よびCRT–P：5社13機種，ICDおよびCRT–D：
5社12機種）を対象とした試験が行われ，以下
のようなことが判明した。
（1）急速充電器の場合
高速道路のサービスエリアやガソリンスタ

ンド等に通常設置されている急速充電器の場
合，IPGおよびCR T –Pが単極設定では12機種
に影響が認められたが，双極設定では影響は認
められなかった。また，観測された影響は充電
器から遠ざかることでなくなる可逆的なもので
あり，最大干渉距離の最大値は53cmであった。
（2）普通充電器の場合
自宅や事務所等のプライベートエリアで設

置・使用される普通充電器の場合，IPGおよび
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（3）ジェネレータへの影響
強力な静磁場はペースメーカに対する不要

な応答やリセットにつながる可能性がある。ま
た，変動磁界によって発生する誘導電圧による
センシングで，必要な刺激が抑制される可能性
がある。さらに，高周波による電磁干渉で意図
せず非同期モードになる可能性がある。
しかし最近は，以上のようなリスクのため

に，ペースメーカ植込み患者が必要なMRI検査
を受けることができない不利益を鑑みて，条件
付きMRI対応ペースメーカが開発され，広く普
及しつつある。ただ，このペースメーカを使用
するに当たっては，いくつかの厳しい条件を満
たさなくてはならない。一つは，条件付きMRI
対応ペースメーカのMRI検査に対する施設基
準がある（表4）。もう一つは，条件付きMRI対
応ペースメーカのMRI検査に対する実施条件
である（表5）。

表3 植込み型心臓ペースメーカ・ICDに影響を及ぼす可能性がある主なもの

医療機器 非医療機器

・ MRI  ・電子商品監視（EAS）機器
・ 電気メス ・パッシブタイプRFID機器
・ジアテルミー装置  ・通信機器（携帯電話，トランシーバなど）
・高周波ハイパーサーミア  ・IH製品（電磁調理器，炊飯器など）
・体外式除細動器 ・全自動麻雀卓
・低周波治療器 ・金属探知機
・高電位治療器 ・工業用電気機器
・放射線治療器 ・ 電気自動車の充電器
・X線CT ・マッサージチェア

表4 条件付きMRI対応ペースメーカのMRI検査に対する施設基準

1. 放射線科と循環器科を標榜している病院であること。 
2. 1.5T MRI装置（通常の円筒型ボア装置）を有し，MRI 対応植込み型デバイスの使用説明書に記載された条件で
一貫して検査が行えるように設定できる装置であること。

3. 必要に応じて植込み型デバイスがMRI対応機種であることを確認するためのX線透視あるいは撮影装置が使
用可能なこと。 

4. 日本磁気共鳴専門技術者（MRI専門技術者）あるいはそれに準ずる者が常時配置され，MRI 装置の精度および
安全を管理していること。 

5. 植込み型デバイスの十分な診療経験がある循環器科医師と植込み型デバイスのプログラミングなどに精通し
た臨床工学技士が常勤していること。

6. 放射線科医師とMRI検査を行う放射線技師，ならびに循環器科医師と臨床工学技士は所定の研修を修了して
いること。
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CR T –Pが単極設定では最大10機種で影響が確
認され，双極設定でも2機種で影響が認められ
た。また，観測された影響は充電器から遠ざけ
ることで影響がなくなる可逆的なものであり，
最大干渉距離の最大値は12.5cmであった。
なお，急速充電器ならびに普通充電器とも

に，ICDおよびCRT–Dへの影響はみられなかっ
た。
以上の試験結果より，電気自動車の充電器に

対する患者指導は，以下のように行うことと
なった。
①電気自動車の急速充電器は使用しないこ

と。
②急速充電器を設置している場所には，可能

な限り近づかないこと。なお，不用意に近づい
た場合には，立ち止まらず速やかに離れること。 
③電気自動車の普通充電器を使用する場合，

充電中は充電スタンドや充電ケーブルに密着す
るような姿勢はとらないこと。

3 病院内携帯電話使用に関する新指針
携帯電話が医療機器に影響を及ぼすことが

明らかになった当初は，平成9年に出された指
針を参考にして，大多数の病院で「携帯電話全
面使用禁止」になっていた。しかし，その後の携
帯電話の普及に伴い，携帯電話を独自の使用
ルール（使用場所や使用方法の制限）を設ける病

院が増えてきている。また，医療機器への影響
が大きかった第二世代携帯電話サービスが平成
24年7月をもって終了し，医療機器への影響の
程度もより少なくなると考えられる第三世代携
帯電話だけになったのを機に，病院内医療機器
への影響についての総務省調査ならびに指針の
見直しが行われた。
具体的には，まず，全国の 3,000の病院を対

象とした携帯電話の使用に関する調査（アン
ケート）が実施された 5）。次に，病院内の ICU・
病室で使用される生命維持管理装置等（輸液ポ
ンプ，シリンジポンプ，血液浄化装置，体外式
ペースメーカ，人工呼吸器，IABP装置，PCPS
装置，補助人工心臓装置，閉鎖式保育器を対象）
を対象とする第三世代携帯電話による影響実験
が行われた 5）。そして，これらの調査結果を踏
まえて「医療機関における携帯電話等の使用に
関する指針」が策定され，平成26年8月19日に
発表された。ここではポイントとなる点を以下
に示すが，詳細は今回発表された指針文ならび
に報告書 5）を参照されたい。

1）医療機関利用者向けの携帯電話端末使用ルー
ルの設定

近年，携帯電話端末（スマートフォンおよび
携帯電話内蔵のタブレット端末を含む）は，ま
すます生活に不可欠なものとなっており，患者
の利便性・生活の質の向上のためには，医療機

表5 条件付きMRI対応ペースメーカのMRI検査に対する実施条件

1. MRI 対応植込み型デバイス装着患者に MRI 検査の必要が生じた場合には，所定の研修を修了した循環器科医
師が MRI 検査の安全性を確認の後，この循環器科医師が MRI 検査の依頼を行う。他院で MRI 対応植込み型デ
バイスを植込まれた患者においても，同様な手順を行い，検査を依頼された施設で所定の研修を修了した循環
器科医師が MRI 検査の安全性を判断して検査を依頼する。

2. MRI 非対応植込み型デバイス装着患者との区別を明確にする目的で，患者は常に「MRI 対応植込み型デバイス」
が明示されたカードを携帯し，MRI 検査の際にはペースメーカ手帳などとともに提示しなければ MRI検査を
受けることは出来ない。

3. 検査に際しては，MRI対応植込み型デバイス装着患者のMRI 検査マニュアルを遵守するとともに，MRI 検査依
頼時から検査後までのチェックリストに従って検査を行う。MRI検査直前の最終確認と検査後のデバイスのリ
プログラミングの確認は循環器医師が行う。

4. 検査中はパルスオキシメーターあるいは心電図モニターを用いて心拍を連続的に監視する。また，近接した部
屋に電気的除細動器を備え，必要な時に直ちに使用可能なこと。 

5. 不整脈発生など検査中の不測の事態に即座に対応出来る循環器医師を含めた体制のあること。特に導入初期に
おいては，必要に応じて循環器医師が検査に立ち会うことが望ましい。 
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関でも患者や面会者等の携帯電話端末の使用
は，可能な限り認められることが望ましい。一
方で，医用電気機器には一定の電磁的耐性が義
務付けられているものの，携帯電話端末がごく
近接して使用された場合には動作への影響を受
けるおそれがあり，また，通話時の音声，着信
音等によるマナーの問題も懸念される。 その
ため，医療機関における携帯電話端末の使用に
際しては，一定の使用制限を設けるなど，使用
に関して適切なルールが定められる必要があ
る。特に利用者向けの携帯電話端末の使用ルー
ルの設定は重要である。表6にエリアごとの携
帯電話端末使用ルール設定例を示すが，医療機
関によって医用電気機器の種類，施設等の状況
が異なるため，具体的なルールは各医療機関で，
本指針を参考に各機関個別の状況等も総合考慮
しながら適切に設定することが望まれる。

2） 医療従事者向けの携帯電話端末使用ルールの
設定 

医療機関における携帯電話端末の使用ルー
ルを設定する際には，医療従事者向けの使用
ルールもあわせて設定することが必要である。

医療業務用の携帯電話端末の使用については，
医療業務の迅速かつ最適な遂行に資するもので
あるため，医用電気機器への影響の防止に関す
る教育が十分になされることを前提として，通
話等を含めて原則として使用可能とすることが
できる。

3） 医療機関の管理体制の充実
本指針を参考に携帯電話端末等に関する

ルールを設定することで，医療機関における無
線通信機器を適切に管理運用することが可能で
あると考えられるが，今後の医療 ICTのより一
層の発展に向けて，より安全・安心に無線通信
機器を活用可能とするため，今後，各医療機関
では，本指針を参考にして，EMC環境の管理に
ついて留意することが必要である。特に，生命
維持管理装置などの高度医療機器を多数使用す
る特定機能病院では，EMCについて継続的に
取り組む担当者（EMC管理者）が配置されるこ
とが望ましいが，このEMC管理者には，臨床工
学技士，医療機器安全管理責任者などが兼任す
ることが考えられ，さらに臨床ME専門認定士
など，EMCに関する知識を有する者の配置が

表6 エリアごとの携帯電話端末使用ルール設定

場所 通話等 メール・web等 エリアごとの留意事項

（1）食堂・待合室・廊下・
エレベータホール ○ ○

・医用電気機器からは設定された離隔距離以上話す
こと

・使用が制限されるエリアに隣接する場合は，必要
に応じ使用が制限される

・歩きながらの使用は危険であり，控えること

（2）病室等 △ ○

・医用電気機器からは設定された離隔距離以上離す
こと

・多人数病室では，通話等を制限するなどのマナー
の観点からの配慮が心配

（3）診察室 ×
△ 

（電源を切る
必要はない）

・電源を切る必要はない（ただし，医用電気機器から
は設定された離隔距離以上離すこと）

・診察の妨げ，他の患者の迷惑にならないよう，使用
を控えるなどの配慮が必要

（4）手術室・集中治療室（ICU
等），検査室，治療室等 × × ・使用しないだけでなく，電源を切る（または電波を

発射しないモードとする）こと

（5）携帯電話使用コーナー等 ○ ○
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望まれる。

ま と め
今回，「心臓ペースメーカの電磁障害」という

テーマでの講演であったが，平成26年8月に総
務省より「医療機関における携帯電話等の使用
に関する指針」が発表されたタイミングでも
あったので，これに関する内容にも言及した。
それは，植込み型医療機器に対する携帯電話端
末の影響は直近の調査でも全くみられなかった
が，体外式ペースメーカについては今回の実験
調査で，調査対象の4機種すべてに，可逆的で
はあるが，影響がみられたからである。特に，
今回の調査では最大2cm程度の距離で影響が
みられたに止まったが，今回すべての機種を調

査したわけではないことに加え，過去の第二世
代携帯電話による影響調査では1m程度の距離
でも影響がみられた機種もあったので，十分な
注意が必要である。
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